
横浜チャレンジドオフィス（横浜市役所の事例） 
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横浜チャレンジドオフィス（横浜市の障害者雇用） 

横浜市の障害者雇用は、チャレンジ雇用のように期間限定で職業準備性を
高め、民間企業での雇用を目指すことを基本としている。 
 
横浜市では、支所等の各職場に分散して障害者が働いているほか、平成28
年4月に本庁舎内に専用の事務室（横浜チャレンジドオフィス）が設置され、
当該オフィスで各部門から発注された作業を行っている障害者もいる。 
 

採用するタイミングで就労支援機関がついていない方には、就労支援機関
への登録を促している。 
 
採用に先立ち配属予定先で１週間程度の職場実習を行っている。 
 
チャレンジドオフィスで働いている障害者は、分室を含めて12名（知的障害 
名、精神障害）いて、人事課に所属（常勤嘱託）している。 
 
人事課所属のジョブコーチは5名いるが、チャレンジドオフィス専属のジョブ
コーチは1名で、他の4名はチャレンジドオフィスでの就労支援とそれ以外に
配属されている障害者嘱託員の就労支援の両方を行っている。 
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横浜チャレンジドオフィス（仕事の内容） 

チャレンジドオフィスでは、日常的な業務として 
   「保存文書のPDF化」 
   「データ入力」 
   「アンケート入力」 
   「委員名簿等の作成」 
   「郵便物の仕分け・配達」 
   「庁舎内文書の集荷・仕分・配達」 
   「事務用品等の補充」 
   「軽作業」 
等を行っているが、スポット的に持ち込まれる仕事もある。 
 

個人の障害の特性や力量に応じて作業を分担しており、午前と午後で異な
る仕事を行う者も多い。 
 

オフィス内で働くだけでなく、オフィス外にも出向いて作業しており、メッセン
ジャー系の業務（配達等）のほか、セキュリティ上の理由で発注元からデー
タの持ち出しができない場合は、発注元のパソコンで作業している。 
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   事務用品補充の工夫（横浜チャレンジドオフィス） 

事務用品の棚に「補充カード」を入れるボック
スを設置 

在庫が少なくなると「補充カード」をボックスに
入れる 

「補充カード」を外すと「品切れ中です」の表示
が現れてお知らせする 

「補充カード」をフォルダーに入れて持ち帰り、倉
庫から補充した後にカードを元の場所に戻す 
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